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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

第一部 【企業情報】

回次 第15期中 第16期中 第17期中 第15期 第16期

会計期間
自 平成16年4月１日

至 平成16年9月30日

自 平成17年4月１日

至 平成17年9月30日

自 平成18年4月１日

至 平成18年9月30日

自 平成16年4月１日

至 平成17年3月31日

自 平成17年4月１日

至 平成18年3月31日

売上高 (千円) ― 3,760,631 5,107,431 5,157,795 7,905,868

経常利益 (千円) ― 349,508 567,439 314,971 726,307

中間(当期)純利益 (千円) ― 193,829 312,204 153,815 389,928

持分法を適用した 
場合の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) ― 101,535 282,160 101,535 282,160

発行済株式総数 (株) ― 17,880 19,130 1,788 19,130

純資産額 (千円) ― 876,719 1,768,927 712,519 1,533,396

総資産額 (千円) ― 3,522,525 5,565,451 2,934,294 4,771,980

１株当たり純資産額 (円) ― 49,033.50 92,468.75 398,501.02 80,156.65

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― 10,840.60 16,320.17 87,932.50 21,617.59

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ―
旧株17,000.00 
新株 2,980.82

4,000.00

自己資本比率 (％) ― 24.9 31.8 24.3 32.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― 336,957 471,613 523,730 920,913

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― △848,010 △805,334 △820,482 △1,214,473

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― 399,195 454,454 210,679 1,054,096

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) ― 558,952 1,552,079 670,810 1,431,347

従業員数 
[外、平均臨時 
雇用者数]

(名) ―
113
[757]

131
[1,089]

104 
[593]

120
[850]



(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当社は中間連結財務諸表及び連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間及び連結会計年度

に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。 

３ 第16期中より中間財務諸表を作成しておりますので、第15期中間会計期間の記載はしておりません。 

４ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

５ 当社には関連会社がありませんので、持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。 

６ 従業員数欄の［外書］は、臨時従業員の中間会計期間(年間）の平均雇用人員(１日８時間勤務換算)であり

ます。 

７ 臨時従業員には、パートタイマー及びアルバイトを含み、派遣社員を除いております。 

８ 当社は平成17年６月８日付で株式１株につき10株の株式分割を行っております。 

  



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  



３ 【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の［外書］は、臨時従業員の中間会計期間の平均雇用人員(１日８時間勤務換算)であります。 

３ 臨時従業員には、パートタイマー及びアルバイトを含み、派遣社員を除いております。 

４ 臨時従業員の増加（前期末比28.1％増）は、営業店舗数の増加に伴うものであります。 

  

(2) 労働組合の状況 

当社は、平成16年５月に結成された労働組合があり、ＵＩゼンセン同盟に加盟しております。平成18
年９月末日現在の組合員数は2,365名であります。 
なお、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。 

  

従業員数(名)
131

[1,089]



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

① 当中間期の概況 

平成18年10月の内閣府発表の月例経済報告によると、「企業部門の好調さが家計部門へ波及してお
り、国内民間需要に支えられた景気回復が続くと見込まれる。」としています。また外食産業の状況
は、日本フードサービス協会の発表では、新規店も含めた全店ベースによる全業態トータルの９月度
売上状況は、前年同月比104.6％と前年を4.6％上回り、客数、客単価ともにアップしております。  
当社はこうした市場環境の向上を機会として捉え、その成長を加速させるべく、前事業年度に引き
続き、積極的な出店を行ってまいりました。 
当中間会計期間中に中心業態と位置づける「丸亀製麺」うどん業態店舗を9店舗（郊外型1店舗・シ
ョッピングセンター内8店舗）を新規出店しました。また「丸醤屋」ラーメン業態店舗も6店舗（ショ
ッピングセンター内6店舗）を新規出店し、店舗数の充実に努めました。更に「粉もん屋」焼きそ
ば・お好み焼き業態を1店舗（ショッピングセンター内1店舗）と、「長田本庄軒」焼きそば業態を1
店舗（商業施設内1店舗）、その他業態を2店舗（郊外型1店舗・ショッピングセンター内1店舗）出店
し、合計で当中間会計期間中に19店舗を新規出店致しました。これにより当中間会計期間末の店舗総
数は106店舗となりました。 
この結果、当中間会計期間の業績は、売上高は51億7百万円、（前年同期比35.8％増）営業利益は5
億65百万円（前年同期比68.0％増）、経常利益は5億67百万円（前年同期比62.4％増）、中間純利益
は3億12百万円（前年同期比61.1％増）となりました。 

  

② 部門別の概況 

  

 
（注）１ その他には、惣菜、スージーおばさんのトマトパスタ、グリル三番館、麺屋通り、天ぷら定食まきの、かつ

丼とん助が含まれております。 

 ２ 丸醤屋部門が当社の主要な事業業態となりましたので、当中間会計期間より部門別に記載しております。当

部門は前中間会計期間において「その他」に含まれており、売上高は50百万円であります。 

 ３ 前中間会計期間においてその他に含まれていた坂出屋業態について、前事業年度下期中にとりどーる業態に

業態を変更しております。 

  

とりどーる・鶏膳部門では、その他業態に属しておりました讃州坂出屋枚方店がとりどーる業態に
変更され店舗数は27店舗となり、売上高は18億93百万円（前年同期比2.5％増）となりました。 
丸亀製麺部門は、ショッピングセンター内に8店舗、ロードサイドに1店舗の合計9店舗を出店しま
した。その結果、当中間会計期間末の店舗数は37店舗となり、売上高は17億73百万円（前年同期比
125.9％増）と倍以上の増加となりました。 

部門

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

売上高 
(百万円)

構成比
(％)

売上高
(百万円)

構成比 
(％)

とりどーる・鶏膳 1,847 49.1 1,893 37.1

丸亀製麺 784 20.9 1,773 34.7

粉もん屋 436 11.6 472 9.2

長田本庄軒 295 7.9 390 7.7

丸醤屋 ― ― 286 5.6

その他 396 10.5 290 5.7

合計 3,760 100.0 5,107 100.0



粉もん屋部門は、ショッピングセンターのレストランエリアに1店舗を出店しました。その結果、
当中間会計期間末の店舗数は9店舗となり、売上高は4億72百万円（前年同期比8.2％増）となりまし
た。 
長田本庄軒部門は、商業施設内に1店舗を出店しました。その結果、当中間会計期間末の店舗数は
13店舗となり、売上高は3億90百万円（前年同期比32.2％増）となりました。 
ラーメン業態の丸醤屋部門は、ショッピングセンター内に6店舗を出店しました。その結果、当中
間会計期間末の店舗数は10店舗となり、売上高は2億86百万円となりました。 
その他部門は、当中間会計期間に天ぷら業態とかつ丼業態をそれぞれ1店舗ずつ新規に出店しまし
た。他業態との合計で10店舗となり、売上高は2億90百万円となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により獲得した資金、また借入により獲得
した資金等を、店舗拡大のための設備投資等に使用いたしましたが、結果として、前中間会計期間末よ
り9億93百万円増加し、15億52百万円となりました。 

  

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られた資金は、4億71百万円(前中間会計期間は3億36百万円)となりました。これ
は主に税引前中間純利益が5億66百万円、減価償却費が2億円あったことと、法人税等の支払額が2億
54百万円となったこと等によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は、8億5百万円(前中間会計期間は8億48百万円)となりました。これ
は主に新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出が5億74百万円と、新規店舗の増加に伴う敷
金・保証金の支払額が1億71百万円あったこと等によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により得られた資金は、4億54百万円(前中間会計期間は3億99百万円)となりました。これ
は長期借入金の増加が7億円に対して、長期借入金の返済と社債の償還による支出が1億69百万円と、
配当の支払額が76百万円あったことによるものです。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績と受注状況 
当社は、最終消費者へ直接販売する飲食業を行っておりますので、生産実績と受注状況は記載してお
りません。 
(2) 仕入実績 
当中間会計期間における仕入実績を部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 丸醤屋部門が主要な事業業態となりましたので、当中間会計期間より部門別に記載しております。前中間会
計期間の金額は17,331千円で、前年同期比（％）はその数値をもとに作成しております。 

３ 前中間会計期間においてその他に含まれていた坂出屋業態について、前事業年度下期中にとりどーる業態に
業態を変更しております。 

(3) 販売実績 
当中間会計期間における販売実績を部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 丸醤屋部門が主要な事業業態となりましたので、当中間会計期間より部門別に記載しております。前中間会
計期間の金額は50,843千円で、前年同期比（％）はその数値をもとに作成しております。 

３ 前中間会計期間においてその他に含まれていた坂出屋業態について、前事業年度下期中にとりどーる業態に
業態を変更しております。 

当中間会計期間における販売実績を地区別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

部門

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

金額(千円) 前年同期比(％)

とりどーる・鶏膳部門 591,039 103.5

丸亀製麺部門 428,853 221.2

粉もん屋部門 136,120 107.9

長田本庄軒部門 96,149 122.9

丸醤屋部門 85,838 495.3

その他 84,811 81.8

合計 1,422,813 130.5

部門

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

金額(千円) 前年同期比(％)

とりどーる・鶏膳部門 1,893,946 102.5

丸亀製麺部門 1,773,018 225.9

粉もん屋部門 472,181 108.2

長田本庄軒部門 390,922 132.2

丸醤屋部門 286,418 563.3

その他 290,943 84.2

合計 5,107,431 135.8

地区 都道府県

当中間会計期間
（自 平成18年4月１日
 至 平成18年9月30日）

金額（千円） 前年同期比（％）
当中間期末店舗数

（店）

関西地区

兵庫県 2,416,547 107.0 42

大阪府 616,585 125.7 12

京都府 75,641 281.2 2

奈良県 120,432 ― 3

関西地区合計 3,229,206 116.3 59

関東地区

東京都 396,627 296.2 6

千葉県 366,278 111.2 10

埼玉県 270,691 178.8 5

神奈川県 75,913 160.0 1

茨城県 128,430 ― 3

関東地区合計 1,237,940 186.9 25

その他地区 640,283 199.1 22

合計 5,107,431 135.8 106



３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課
題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、完成又は取得した設備は次のとおりであります。 

平成18年９月30日現在 

事業所名 
(所在地)

帳簿価額（千円）

従業員数
(名)建物 

及び構築物
その他有形固定

資産
敷金・保証金及
び建設協力金

合計

丸醤屋 
イオン千葉ニュータウン店 
（千葉県印西市）

13,400 8,953 5,000 27,353
0 
（7）

丸亀製麺 
オリナスモール店 
（東京都墨田区）

17,957 5,375 6,156 29,489
1 
（9）

長田本庄軒 
三宮センタープラザ店 
（兵庫県神戸市中央区）

8,548 6,097 3,580 18,226
1 
（7）

丸亀製麺 
イオン浦和美園店 
（埼玉県さいたま市緑区）

13,634 7,959 6,000 27,594
1 

（15）

粉もん屋 
イオン浦和美園店 
（埼玉県さいたま市緑区）

38,547 10,838 7,000 56,386
1 

（12）

丸亀製麺 
モレラ岐阜店 
（岐阜県本巣市）

11,341 7,009 880 19,231
1 

（10）

丸亀製麺 
トリアスモール店 
（福岡県糟屋郡久山町）

10,959 5,555 1,470 17,984
0 
（4）

丸醤屋 
トリアスモール店 
（福岡県糟屋郡久山町）

9,271 6,486 1,537 17,295
0 
（2）

天ぷら定食まきの 
播磨町店 
（兵庫県加古郡播磨町）

19,646 4,531 1,150 25,328
1 
（7）

丸亀製麺 
イオン奈良登美ヶ丘店 
（奈良県生駒市）

13,581 5,328 5,000 23,909
1 
（5）

丸醤屋 
イオン奈良登美ヶ丘店 
（奈良県生駒市）

13,313 6,983 5,000 25,297
1 
（6）

丸亀製麺 
イオン利府店 
（宮城県宮城郡利府町）

13,514 4,473 4,000 21,988
1 
（2）

丸醤屋 
イオン利府店 
（宮城県宮城郡利府町）

12,584 6,403 4,000 22,987
1 
（2）

丸亀製麺 
大東店 
（大阪府大東市）

53,541 7,475 7,548 68,566
1 
（7）

丸亀製麺 
イオン新居浜店 
（愛媛県新居浜市）

13,742 5,310 5,000 24,053
1 
（3）



 
(注) １ 金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数は、就業人員であり、（ ）内に臨時従業員の中間会計期間の平均雇用人員（１日８時間勤務換

算）を外数で記載しております。 

３ 臨時従業員には、パートタイマー及びアルバイトを含み、派遣社員を除いております。 

４ 設備の内容は全て営業店舗用設備等であります。 

５ 営業店舗は全て直営店で運営しております。 

  

事業所名 
(所在地)

帳簿価額（千円）

従業員数
(名)建物 

及び構築物
その他有形固定

資産
敷金・保証金及
び建設協力金

合計

丸醤屋 
イオン新居浜店 
（愛媛県新居浜市）

12,796 6,619 5,000 24,415
1 
（4）

かつ丼とん助 
ダイヤモンドシティテラス店（伊
丹） 
（兵庫県伊丹市）

10,838 3,401 4,854 19,094
1 
（1）

丸醤屋 
イオン大日店 
（大阪府守口市）

11,802 7,024 5,000 23,827
1 
（1）

丸亀製麺 
クレオスクエアキュート店 
（茨城県つくば市）

13,445 4,926 2,500 20,871
1 
（0）



２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の完了 

前事業年度末に計画していた設備計画のうち、当中間会計期間に完了したものは、「１主要な設備の
状況」に含めて記載しております。 

  

(2) 重要な設備の新設等 

当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等の計画は以下のとおりであります。 
平成18年９月30日現在 

事業所名 
(所在地)

投資予定額
資金調達方法 着手年月

完了予定 
年月

完成後の
増加席数
(席)総額 

(千円)
既支払額
(千円)

丸醤屋
西神戸店
（兵庫県神戸市西区）

49,900 18,536
自己資金、
借入金

平成18年9月 平成18年10月 38

丸醤屋
イオン高崎店
（群馬県高崎市）

28,246 7,773
自己資金、
借入金

平成18年9月 平成18年10月 （注）2

丸醤屋
東住吉店
（大阪府大阪市住吉区）

55,700 26,339
自己資金、
借入金

平成18年9月 平成18年10月 38

天ぷら定食まきの
西神戸店
（兵庫県神戸市西区）

23,000 9,019
自己資金、
借入金

平成18年9月 平成18年10月 26

丸亀製麺
ダイヤモンドシティミュー店(武蔵
村山)
（東京都武蔵村山市）

30,500 4,318
自己資金、
借入金

平成18年10月 平成18年11月 （注）2

丸亀製麺
イオン神戸北店
（兵庫県神戸市北区）

32,500 5,384
自己資金、
借入金

平成18年10月 平成18年11月 （注）2

丸亀製麺
ダイヤモンドシティリーファ店(鶴
見)
（大阪府大阪市鶴見区）

30,500 6,713
自己資金、
借入金

平成18年10月 平成18年11月 （注）2

長田本庄軒
ダイヤモンドシティリーファ店(鶴
見)
（大阪府大阪市鶴見区）

27,745 5,168
自己資金、
借入金

平成18年10月 平成18年11月 （注）2

丸亀製麺
高砂北店
（兵庫県高砂市）

50,400 3,000
自己資金、
借入金

平成18年10月 平成18年11月 103

丸亀製麺
姫路花田店
（兵庫県姫路市）

50,900 2,000
自己資金、
借入金

平成18年11月 平成18年12月 82

丸亀製麺
ロックタウン各務原店
（岐阜県各務原市）

55,700 10,802
自己資金、
借入金

平成18年11月 平成18年12月 77

丸亀製麺
南池袋店
（東京都豊島区）

55,413 19,487
自己資金、
借入金

平成18年11月 平成18年12月 40

丸亀製麺
ららぽーと横浜店
（神奈川県横浜市都筑区）

27,000 5,000
自己資金、
借入金

平成19年1月 平成19年2月 （注）2

丸亀製麺
生野巽店
（大阪府大阪市生野区）

57,700 3,203
自己資金、
借入金

平成19年1月 平成19年2月 88

丸亀製麺
ダイヤモンドシティエアリ店(仙台
名取)
（宮城県名取市）

30,000 ―
自己資金、
借入金

平成19年1月 平成19年2月 （注）2

丸醤屋
ダイヤモンドシティエアリ店(仙台
名取)
（宮城県名取市）

30,100 ―
自己資金、
借入金

平成19年1月 平成19年2月 （注）2



 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ ショッピングセンター内の店舗では席数が共用となっているため完成後の増加席数を記載しておりません。

３ 設備の内容は全て営業店舗用設備等であります。 

４ 営業店舗は全て直営店で運営を予定しております。 

  

(3) 重要な設備の除却等 

特記すべき事項はありません。 

  

事業所名 
(所在地)

投資予定額
資金調達方法 着手年月

完了予定 
年月

完成後の
増加席数
(席)総額 

(千円)
既支払額
(千円)

丸亀製麺
伊丹店 
（兵庫県伊丹市）

66,400 25,000
自己資金、
借入金

平成19年2月 平成19年3月 82

丸亀製麺
大阪狭山店 
（大阪府大阪狭山市）

63,400 5,000
自己資金、
借入金

平成19年2月 平成19年3月 82

丸亀製麺
アピタ前橋店 
（群馬県前橋市）

24,825 311
自己資金、
借入金

平成19年2月 平成19年3月 （注）2

長田本庄軒
アピタ前橋店
（群馬県前橋市）

24,238 311
自己資金、
借入金

平成19年2月 平成19年3月 （注）2

合計 814,168 157,371 ― ― ― ―



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
（注）平成18年8月18日開催の取締役会決議により、平成18年10月1日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可

能株式総数は128,000株増加し、192,000株となっております。 

  

② 【発行済株式】 

  

 
（注）平成18年8月18日開催の取締役会決議により、平成18年10月1日付で1株を3株に株式分割いたしました。これに

より株式数は38,260株増加し、これにより発行済株式総数は57,390株となっております。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
（注）平成18年8月18日開催の取締役会決議により、平成18年10月1日付で1株を3株に株式分割いたしました。これに

より株式数は38,260株増加し、これにより発行済株式総数は57,390株となっております。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 64,000

計 64,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月25日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 19,130 57,390
東京証券取引所
(マザーズ)

―

計 19,130 57,390 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成18年９月30日 ― 19,130 ― 282,160 ― 339,812



(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

 
（注）上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

 
  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

粟 田 貴 也 兵庫県加古川市 9,290 48.56

有限会社ティーアンドティー 兵庫県加古川市二俣877－11 3,400 17.77

粟 田 利 美 兵庫県加古川市 2,710 14.16

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目8－11 612 3.19

トリドール従業員持株会
兵庫県加古川市平岡町新在家２丁目
264－18

461 2.40

資産管理サービス信託銀行株式会
社（年金信託口）

東京都中央区晴海１丁目8－12 276 1.44

クレディスイスセキュリティズユ
ーエスエーエルエルシースペシャ

ルフォーエクセルベネ
（常任代理人 シテイバンク・エ

ヌ・エイ東京支店）

ELEVEN MADISON AVE NEW YORK NY
10010 USA
（東京都品川区東品川２丁目３番14号）

213 1.11

ザチェースマンハッタンバンクエ
ヌエイロンドン

（常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行兜町証券決済業務

室）

WOOLGATE HOUSE，COLEMAN STREET
LONDON EC2P 2HD，ENGLAND
（東京都中央区日本橋兜町６番７号）

172 0.89

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10 161 0.84

長 沢   隆 埼玉県入間市 150 0.78

小 柴 秀 代 兵庫県加古川市 150 0.78

計 ― 17,595 91.97

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 612株

資産管理サービス信託銀行株式会社 276株



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
（注）１ 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場における株価を記載しております。 

 ２ ※印は、株式分割による権利落後の株価を記載しております。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

  

  

  

  

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)  
普通株式 19,130 19,130 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 19,130 ― ―

総株主の議決権 ― 19,130 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 1,500,000 1,190,000 1,320,000 1,240,000 1,310,000
1,200,000

 ※ 355,000

最低(円) 940,000 670,000 580,000 992,000 1,070,000
1,000,000
※ 291,000



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省

令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則

に基づき、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規

則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月

30日まで)及び当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間財務諸表について、

あずさ監査法人の中間監査を受けております。 

なお、前中間会計期間に係る中間監査報告書は、平成18年１月13日提出の有価証券届出書に添付された

ものによっております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

  



【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 624,406 1,645,678 1,503,000

 ２ 営業未収入金 183,959 345,364 247,701

 ３ たな卸資産 24,610 29,952 24,886

 ４ 繰延税金資産 38,377 39,436 39,333

 ５ その他 79,776 108,760 103,560

   貸倒引当金 ― △1,546 △1,930

   流動資産合計 951,129 27.0 2,167,645 38.9 1,916,553 40.2

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物 1,169,448 1,547,619 1,317,774

  (2) 工具器具及び備品 401,420 497,262 445,672

  (3) その他 204,639 262,383 223,092

   有形固定資産合計 1,775,508 50.4 2,307,266 41.5 1,986,539 41.6

 ２ 無形固定資産 3,998 0.1 33,670 0.6 3,746 0.1

 ３ 投資その他の資産

  (1) 敷金・保証金 581,482 808,939 647,014

  (2) 繰延税金資産 17,536 35,479 27,623

  (3) その他 192,869 212,449 190,503

   投資その他の 
   資産合計

791,888 22.5 1,056,869 19.0 865,140 18.1

   固定資産合計 2,571,395 73.0 3,397,806 61.1 2,855,426 59.8

   資産合計 3,522,525 100.0 5,565,451 100.0 4,771,980 100.0



前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 188,150 253,988 241,551

 ２ 一年以内返済予定の 
   長期借入金

251,685 452,152 463,487

 ３ 一年以内償還予定の 
   社債

70,000 70,000 70,000

 ４ 未払法人税等 148,630 274,461 267,579

 ５ 賞与引当金 52,850 35,132 34,635

 ６ ポイントカード 
   引当金

2,288 914 1,636

 ７ その他 ※２ 346,810 593,678 578,351

   流動負債合計 1,060,416 30.1 1,680,327 30.2 1,657,241 34.7

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 745,000 675,000 710,000

 ２ 長期借入金 813,970 1,428,946 851,637

 ３ その他 26,420 12,250 19,705

   固定負債合計 1,585,390 45.0 2,116,196 38.0 1,581,342 33.2

   負債合計 2,645,806 75.1 3,796,523 68.2 3,238,583 67.9

(資本の部)

Ⅰ 資本金 101,535 2.9 ― ― 282,160 5.9

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 60,437 ― 339,812

   資本剰余金合計 60,437 1.7 ― ― 339,812 7.1

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 7,500 ― 7,500

 ２ 任意積立金 279,274 ― 279,274

 ３ 中間(当期) 
   未処分利益

427,008 ― 623,106

   利益剰余金合計 713,782 20.3 ― ― 909,880 19.1

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

964 0.0 ― ― 1,544 0.0

   資本合計 876,719 24.9 ― ― 1,533,396 32.1

   負債及び資本合計 3,522,525 100.0 ― ― 4,771,980 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 282,160 5.1 ― ―

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 339,812 ―

   資本剰余金合計 ― ― 339,812 6.1 ― ―

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 7,500 ―

  (2) その他利益剰余金

    特別償却準備金 ― 169 ―

    別途積立金 279,000

    繰越利益剰余金 ― 858,896 ―

   利益剰余金合計 ― ― 1,145,565 20.6 ― ―

   株主資本合計 ― ― 1,767,537 31.8 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― 1,389 ―

   評価・換算差額等 
   合計

― ― 1,389 0.0 ― ―

   純資産合計 ― ― 1,768,927 31.8 ― ―

   負債純資産合計 ― ― 5,565,451 100.0 ― ―



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 3,760,631 100.0 5,107,431 100.0 7,905,868 100.0

Ⅱ 売上原価 1,085,422 28.9 1,407,136 27.6 2,262,314 28.6

   売上総利益 2,675,208 71.1 3,700,295 72.4 5,643,554 71.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,338,387 62.2 3,134,316 61.3 4,911,906 62.1

   営業利益 336,821 8.9 565,978 11.1 731,648 9.3

Ⅳ 営業外収益 ※１ 32,882 0.9 24,493 0.5 54,605 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※２ 20,194 0.5 23,033 0.5 59,946 0.8

   経常利益 349,508 9.3 567,439 11.1 726,307 9.2

Ⅵ 特別利益 ― ― ― ― ― ―

Ⅶ 特別損失 ※３ 19,784 0.5 1,339 0.0 21,492 0.3

税引前中間 
(当期)純利益

329,724 8.8 566,100 11.1 704,815 8.9

法人税、住民税及び 
事業税

139,923 261,749 317,571

過年度法人税、住民
税及び事業税

― ― 12,783

   法人税等調整額 △4,028 135,894 3.6 △7,854 253,895 5.0 △15,467 314,887 4.0

   中間(当期)純利益 193,829 5.2 312,204 6.1 389,928 4.9

   前期繰越利益 233,178 ― 233,178

   中間(当期) 
   未処分利益

427,008 ― 623,106



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
（注） 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合

計資本準備

金

資本剰余

金合計

利益準備

金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計
特別償

却準備

金

別途積立

金

繰越利益

剰余金

平成18年３月31日残高（千円） 282,160 339,812 339,812 7,500 274 279,000 623,106 909,880 1,531,852

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △76,520 △76,520 △76,520

 特別償却準備金の取崩（注） △104 104 ― ―

 中間純利益 312,204 312,204 312,204

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の 

変動額合計（千円）
― ― ― ― △104 ― 235,789 235,684 235,684

平成18年９月30日残高（千円） 282,160 339,812 339,812 7,500 169 279,000 858,896 1,145,565 1,767,537

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額

等合計

平成18年３月31日残高（千円） 1,544 1,544 1,533,396

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △76,520

 特別償却準備金の取崩（注） ―

 中間純利益 312,204

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額(純額)
△154 △154 △154

中間会計期間中の 

変動額合計（千円）
△154 △154 235,530

平成18年９月30日残高（千円） 1,389 1,389 1,768,927



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

前事業年度の

要約キャッシュ・

フロー計算書

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 

    キャッシュ・フロー

１ 税引前中間(当期)純利益 329,724 566,100 704,815

２ 減価償却費 154,483 200,697 354,069

３ 出店協賛金受入益 △16,994 △8,820 △26,130

４ 貸倒引当金の増減額 ― △383 1,930

５ ポイントカード引当金の増減額 △478 △722 △1,130

６ 賞与引当金の増減額 11,363 497 △6,852

７ 受取利息及び受取配当金 △1,159 △1,171 △2,300

８ 支払利息及び社債利息 12,337 17,253 25,571

９ 公開関連費用 ― ― 11,176

10 固定資産除却損 16,494 1,810 17,596

11 店舗解約損 2,400 ― 2,400

12 売上債権の増減額 △99,145 △97,662 △162,887

13 たな卸資産の増減額 △2,654 △5,065 △2,930

14 仕入債務の増減額 27,656 12,437 81,056

15 その他 997 56,249 110,205

    小計 435,024 741,220 1,106,588

16 利息及び配当金の受取額 60 80 74

17 利息の支払額 △14,684 △15,493 △26,062

18 法人税等の支払額 △83,442 △254,194 △159,687

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー
336,957 471,613 920,913



 
  

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

前事業年度の

要約キャッシュ・

フロー計算書

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動による 

キャッシュ・フロー

１ 定期預金の純増減額 56,012 △21,950 49,812

２ 有形固定資産の取得による支出 △746,438 △574,460 △1,054,553

３ 有形固定資産の売却による収入 1,100 ― 1,163

４ 無形固定資産の取得による支出 △290 △11,514 △290

５ 敷金・保証金の支払による支出 △152,160 △171,937 △207,953

６ 敷金・保証金の返還による収入 3,165 2,683 7,667

７ 建設協力金の支払による支出 △20,000 △30,000 △25,000

８ 建設協力金の返還による収入 6,264 6,466 12,730

９ 出店協賛金受入による収入 7,789 1,480 7,932

10 その他 △3,453 △6,101 △5,982

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△848,010 △805,334 △1,214,473

Ⅲ 財務活動による 

キャッシュ・フロー

１ 長期借入れによる収入 400,000 700,000 800,000

２ 長期借入金の返済による支出 △132,917 △134,026 △283,448

３ 社債発行による収入 199,350 ― 199,350

４ 社債償還による支出 △35,000 △35,000 △70,000

５ 株式発行による収入 ― ― 451,609

６ 配当金の支払額 △29,737 △76,520 △29,737

７ 公開関連費用の支出 ― ― △11,176

８ その他 △2,500 ― △2,500

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー
399,195 454,454 1,054,096

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △111,858 120,732 760,536

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 670,810 1,431,347 670,810

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末

(期末)残高
558,952 1,552,079 1,431,347



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 有価証券の評価基準
及び評価方法

その他有価証券
(1) 時価のあるもの

中間決算日の市場価格等
に基づく時価法(評価差額は
全部資本直入法により処理
し、売買原価は移動平均法
により算定)を採用しており
ます。

その他有価証券
(1) 時価のあるもの

中間決算日の市場価格等
に基づく時価法(評価差額は
全部純資産直入法により処
理し、売買原価は移動平均
法により算定)を採用してお
ります。

その他有価証券
(1) 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基
づく時価法(評価差額は全部
資本直入法により処理し、
売買原価は移動平均法によ
り算定)を採用しておりま
す。

(2) 時価のないもの
移動平均法による原価法

を採用しております。

(2) 時価のないもの
同左

(2) 時価のないもの
同左

２ たな卸資産の評価基
準及び評価方法

(1) 原材料
最終仕入原価法による原

価法を採用しております。

(1) 原材料
同左

(1) 原材料
同左

(2) 貯蔵品
最終仕入原価法による原

価法を採用しております。

(2) 貯蔵品
同左

(2) 貯蔵品
同左

３ 固定資産の減価償却
の方法

(1) 有形固定資産
定率法(事業用定期借地契

約による借地上の建物を除
く)を採用しております。た
だし、平成10年４月１日以
降に取得した建物(建物附属
設備を除く)については、定
額法を採用しております。
また、事業用定期借地契

約による借地上の建物につ
いては、残存価額を零と
し、契約残年数を基準とし
た定額法によっておりま
す。
なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物 ３年～23年

構築物 10年～20年

工具器具 
及び備品

３年～20年

(1) 有形固定資産
  同左

(1) 有形固定資産
  同左

(2) 無形固定資産
ソフトウェア(自社利用)
社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法を
採用しております。

(3) 長期前払費用
定額法を採用しておりま

す。

(2) 無形固定資産
ソフトウェア(自社利用)
同左

(3) 長期前払費用
同左

(2) 無形固定資産
ソフトウェア(自社利用)
同左

(3) 長期前払費用
同左



項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

４ 繰延資産の処理方法 ―――――――――― ―――――――――― (1) 新株発行費
支出時に全額費用処理す

る方法を採用しておりま
す。

(追加情報) 
 平成18年２月14日に実施し
た有償一般募集(ブックビルデ
ィング方式による募集)による
新株式発行(1,250株)は、引受
証券会社が引受価額(368,000
円)で買取引受を行い、当該引
受価額とは異なる発行価格
(400,000円)で一般投資家に販
売するスプレッド方式によっ
ております。 
 従来の方式では、引受証券
会社に対し引受手数料を支払
うことになりますが、スプレ
ッド方式では発行価格と引受
価額との差額が事実上の引受
手数料となりますので、引受
証券会社に対する引受手数料
の支払いはありません。 
 平成18年２月14日の新株式
発行に係る引受価額と発行価
格の差額の総額40,000千円は
従来の方式によれば新株発行
費として処理されるべき金額
に相当します。 
 このため、従来の方式によ
った場合と比べ、当事業年度
の新株発行費の額、資本金と
資本準備金合計額は40,000千
円少なく、経常利益及び税引
前当期純利益は同額多く計上
されております。

(2) 社債発行費
支出時に全額費用処理す

る方法を採用しておりま
す。

―――――――――― (2) 社債発行費
支出時に全額費用処理す

る方法を採用しておりま
す。

５ 引当金の計上基準 ―――――――――― (1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権に
ついては貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収
可能性を検討し、回収不能
見込額を計上しておりま
す。

(1) 貸倒引当金
同左

(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備え

るため、将来の支給見込額
のうち、当中間会計期間の
負担額を計上しておりま
す。

(2) 賞与引当金
同左

(2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備え

るため、将来の支給見込額
のうち当期の負担額を計上
しております。

(3) ポイントカード引当金
ポイントカードにより顧

客に発行した金券の利用に
備えるため、当中間会計期
間末における未回収金券総
額を計上しております。

(3) ポイントカード引当金
同左

(3) ポイントカード引当金
ポイントカードにより顧

客に発行した金券の利用に
備えるため、当事業年度末
における未回収金券総額を
計上しております。



項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

６ リース取引の処理方
法

 リース物件の所有権が借主
に移転すると認められるもの
以外のファイナンス・リース
取引については、通常の賃貸
借取引に係る方法に準じた会
計処理によっております。

 同左  同左

７ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
金利スワップについて

は、特例処理の要件を満た
しているため、特例処理に
よっております。

(1) ヘッジ会計の方法
同左

(1) ヘッジ会計の方法
同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
  ヘッジ手段…

金利スワップ
  ヘッジ対象…借入金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
同左

(3) ヘッジ方針
デリバティブ取引の執

行・管理については、取引
権限及び取引限度額等を定
めた社内ルールに従い、ヘ
ッジ対象に係る金利変動リ
スクを一定の範囲内でヘッ
ジしております。

(3) ヘッジ方針
同左

(3) ヘッジ方針
同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップについて

は、特例処理によっている
ため、有効性の評価を省略
しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法
同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法
同左

８ 中間キャッシュ・フ
ロー計算書(キャッ
シュ・フロー計算
書)における資金の
範囲

 中間キャッシュ・フロー計
算書における資金(現金及び現
金同等物)は、手許現金、随時
引出し可能な預金及び容易に
換金可能であり、かつ、価値
変動について僅少なリスクし
か負わない取得日から３ヶ月
以内に償還期限の到来する短
期投資からなっております。

 同左  キャッシュ・フロー計算書
における資金(現金及び現金同
等物)は、手許現金、随時引出
し可能な預金及び容易に換金
可能であり、かつ、価値変動
について僅少なリスクしか負
わない取得日から３ヶ月以内
に償還期限の到来する短期投
資からなっております。

９ その他中間財務諸表
(財務諸表)作成のた
めの基本となる重要
な事項

消費税等の処理方法
 税抜方式によっておりま
す。

消費税等の処理方法
 同左

消費税等の処理方法
 同左



会計処理方法の変更 

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

―――――――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準)

 「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」(企業会計基準

第５号 平成17年12月９日)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」(企

業会計基準適用指針第８号 平成17

年12月９日)を当中間会計期間から

適用しております。

 なお、従来の資本の部の合計に相

当する金額は、1,768,927千円であ

ります。

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。

――――――――――

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 固定資産の減損に係る会計基準

(「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」(企業会計

審議会 平成14年８月９日))及び

「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」(企業会計基準適用指針

第６号 平成15年10月31日)が平成

17年４月１日以後に開始する事業年

度から適用されることになったた

め、当中間会計期間から同会計基準

及び同適用指針を適用しておりま

す。なお、これによる損益に与える

影響はありません。

―――――――――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 固定資産の減損に係る会計基準

(「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」)(企業会計

審議会 平成14年８月９日))及び

「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」(企業会計基準適用指針

第６号 平成15年10月31日)が平成

17年４月１日以降に開始する事業年

度から適用されることになったた

め、当事業年度から同会計基準及び

同適用指針を適用しております。な

お、これによる損益に与える影響は

ありません。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

714,993千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

1,103,717千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

909,017千円

※２ 消費税等の取り扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺の上、流動負債の

「その他」に含めて表示して

おります。

※２ 消費税等の取り扱い

   同左

―――

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 1,132千円

受取協賛金 20,285千円

受取地代 3,300千円

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 1,136千円

受取協賛金 12,206千円

受取地代 6,000千円

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 2,272千円

受取協賛金 32,799千円

受取地代 6,977千円

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 6,742千円

社債利息 5,595千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 12,005千円

社債利息 5,247千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 14,588千円

社債利息 10,983千円

公開関連費用 11,176千円

 

※３ 特別損失のうち主要なもの

   固定資産除却損

建物 11,716千円

工具器具 
及び備品

4,062千円

15,778千円

   (なお、固定資産除却損は店舗

   閉鎖によるものであります。)

店舗解約損 2,400千円

※３ ――――――――――

   

 

※３ 特別損失のうち主要なもの

   固定資産除却損

建物 11,656千円

工具器具
及び備品

4,122千円

15,778千円

   (なお、固定資産除却損は店舗

   閉鎖によるものであります。)

店舗解約損 2,400千円

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 150,481千円

無形固定資産 253千円

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 197,433千円

無形固定資産 316千円

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 347,037千円

無形固定資産 505千円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  
３．配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

該当事項はありません。 

  

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
  

前事業年度末 
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末 
株式数（株）

発行済株式

 普通株式 19,130 ― ― 19,130

自己株式

 普通株式 ― ― ― ―

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月29日 
定時株主総会

普通株式 76,520 4,000 平成18年3月31日 平成18年6月29日

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

現金及び預金勘定 624,406千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△75,512千円

有価証券(中期 
国債ファンド)

10,059千円

現金及び 
現金同等物

558,952千円

 

現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,645,678千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△103,663千円

有価証券(中期
国債ファンド)

10,065千円

現金及び 
現金同等物

1,552,079千円

 

現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

現金及び預金勘定 1,503,000千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△81,712千円

有価証券(中期
国債ファンド)

10,059千円

現金及び
現金同等物

1,431,347千円



次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高 
相当額 
(千円)

工具器具
及び備品

139,088 114,107 24,980

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高 
相当額 
(千円)

工具器具
及び備品

206,182 99,142 107,039

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

工具器具
及び備品

135,994 89,848 46,146

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 17,822千円

１年超 8,490千円

合計 26,312千円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 28,851千円

１年超 79,076千円

合計 107,928千円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 21,160千円

１年超 26,161千円

合計 47,322千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 17,372千円

減価償却費 
相当額

15,870千円

支払利息相当額 564千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 17,739千円

減価償却費
相当額

16,674千円

支払利息相当額 778千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 35,541千円

減価償却費
相当額

32,859千円

支払利息相当額 1,253千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
２ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

 
  

当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
２ 時価評価されていない有価証券 

 
  

前事業年度末（平成18年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
２ 時価評価されていない有価証券 

区分
取得原価 
(千円)

中間貸借対照表日における
中間貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

① 株式 1,080 2,704 1,624

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

合計 1,080 2,704 1,624

区分
中間貸借対照表計上額

(千円)

中期国債ファンド 10,059

非上場株式 98

区分
取得原価 
(千円)

中間貸借対照表日における
中間貸借対照表計上額 

(千円)

差額  
(千円)

① 株式 1,080 3,420 2,340

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

合計 1,080 3,420 2,340

区分
中間貸借対照表計上額

(千円)

中期国債ファンド 10,065

非上場株式 19

区分
取得原価 
(千円)

貸借対照表日における
貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

① 株式 1,080 3,680 2,600

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

合計 1,080 3,680 2,600

区分
貸借対照表計上額

(千円)

中期国債ファンド 10,059

非上場株式 98



(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引のみであり、ヘッジ会計を適用しており

ますので、開示の対象から除いております。 

  

当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引のみであり、ヘッジ会計を適用しており

ますので、開示の対象から除いております。 

  

前事業年度末（平成18年３月31日） 

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引のみであり、ヘッジ会計を適用しており

ますので、開示の対象から除いております。 

  

  

(持分法損益等) 

前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

   

１株当たり中間(当期)純利益 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 49,033円50銭 １株当たり純資産額 92,468円75銭 １株当たり純資産額 80,156円65銭

１株当たり中間純利益10,840円60銭 １株当たり中間純利益16,320円17銭 １株当たり当期純利益21,617円59銭

 

 潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式がないた

め、及び当社株式は非上場であり、

期中平均株価の把握ができないため

記載しておりません。

 当社は、平成17年６月８日をもっ

て普通株式１株を10株に分割してお

ります。

 なお、当該株式分割が前期首に行

なわれたと仮定した場合の前事業年

度における１株当たり情報について

は、以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 39,850円10銭

１株当たり当期純利益 8,793円24銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

ないため、及び当社株式は非上場で

あり、期中平均株価の把握ができな

いため記載しておりません。

 潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式がないた

め記載しておりません。 

 

 

 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式がないた

め記載しておりません。

 当社は、平成17年６月８日付で株

式１株につき10株の株式分割を行い

ました。

 前期首に当該株式分割が行われた

と仮定した場合における前事業年度

の１株当たり情報の各数値は以下の

とおりであります。

１株当たり純資産額 39,850円10銭

１株当たり当期純利益 8,793円24銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式がないた

め、及び当社株式は非上場であり、

期中平均株価の把握ができないため

記載しておりません。

       項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間(当期)純利益 (千円) 193,829 312,204 389,928

普通株式に係る中間(当
期)純利益

(千円) 193,829 312,204 389,928

普通株主に帰属しない金
額

(千円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式
数

(株) 17,880 19,130 18,038



(重要な後発事象) 

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

該当事項はありません。 平成18年8月18日開催の取締役会

において、株式分割による新株式の

発行を行う旨の決議をしておりま

す。

① 発行の方法

平成18年10月1日をもって普通株
式1株につき3株に分割する。

(1)分割により増加する株式数

普通株式 38,260株

(2)分割方法

平成18年９月30日最終の株主名簿
および実質株主名簿に記載または記
録された株主の所有株式数を、1株
につき3株の割合をもって分割す
る。

② 配当起算日

 平成18年4月1日

当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前中間会計期間お

よび前事業年度における1株当たり

情報並びに当期首に行われたと仮定

した場合の当中間会計期間における

1株当たり情報は、それぞれ以下の

通りになります。

前中間 
会計期間

当中間 
会計期間

前事業 
年度

1株当たり
純資産額

1株当たり
純資産額

1株当たり
純資産額

16,344.50 
円

30,822.91 
円

26,718.88 
円

1株当たり
中間純利益
金額 

1株当たり
中間純利益
金額 

1株当たり
当期純利益
金額

3,613.53 
円

5,440.05 
円

7,205.86 
円

該当事項はありません。



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

(1)
有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第16期)

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日

平成18年６月29日 
近畿財務局長に提出。

(2)
有価証券報告書の訂
正報告書

訂正報告書（上
記(1)有価証券
報告書の訂正報

告書）

平成18年７月７日 
近畿財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年１月６日

株式会社トリドール 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社トリドールの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第16期事業年度の中間会計期間

(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社トリドールの平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
  

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  黒  崎     寛  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  河  崎  雄  亮  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月25日

株式会社トリドール 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社トリドールの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第17期事業年度の中間会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中

間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社トリドールの平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

  
追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１８年８月１８日の取締役会決議に基づき、平成１

８年１０月１日をもって１株を３株とする株式分割を行っている。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
  

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  黒  崎     寛  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  河  崎  雄  亮  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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